
(6)自立援助ホニ
ムの課題と将来像 未定稿

自立援助ホニムの役割
○ 自立援助ホーム (児車自立生活援助事業)は、義務教育終了後、
児章などからの申し込みに対し、これらの者が共同生活を営む住居

児童養護施設等を退所し、就職する
(自立援助ホニム)において、相談

その他の日常生活上の援助、生活指導、就業の支援等を行う。

自立援助ホームの今後

0 子ども子育てビジヨンで、平成26年度までに160か所を整備 (22年 10月現在73か所)

9 20嬌に達しても自立した年活に課題
「
を抱える者へのアフターケアの支援が課題。
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未定稿

(7)里親委託の推進と里親支援機関

○養育里親、専門里親t養子縁組希望里親、親族里親の4つの類型の特色を生かしながら推進。.

'       
皇育に機みを抱えたと喜|=孤立花を所を支援を行う律割○里親支援機関は、黒親委託の促進とともに、里親が樫

を持つており:それぞれの特色に応じて、多方面から支援。また、地域の子育て支援事業も活用。

・里親固有の悩みごとについて、里親会が、経験者ならではの支援

・児童家庭支援セジタTや施設は、児童養護の専門職員によるサポ=卜 を行うとともに、里親の休養 (レ

ー スパィト)・のための二時預がりを行う
~1  ■|:  ~■   ~  ‐~      ~ |~
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(3)フ ブミリ■ホ〒ムの課題と将来像 未定稿

フアミリーホTムの役割

:暮羅通

':死

誌丁漁墓喜据奢横賃壁曼憲賛嚢喜青墨嚢碁馨馨こ1素層彗認議ま資墾卍辱El
居 (フ ァミリーホTム)において、児童の養育を行うもの。 |

家庭的養護
養育者の住

フアミリ■ホームの今後

91:ゴを言冒不F薬庭島墓墨ぁ麗遣6£奮庁毒風こ皇進臭稽覆墓鷲察ぶ皇f年 lo「平Ⅲl,4が
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○1 養育者の研修の充実ゃ、孤立化させない取り組ンり組み4など、里親支援と同様の支援体制の構築が必要。
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社会的養護の共通事項の課題と将来像

施設の運営の質、の向上

未定稿
31.

(11)

>児童養護施設などにういて、施設の運営の質の差が大きいことから、 :  :  ‐

①各施設種別ごと|三、運営理念を宗す「指針」と、具体的な「ケア標準」を作成し、

②社会的養護の専門性を踏まえた外部の目を入れる「第二者評価」を推進

:

: 平成23年度に指針とケア標準の作成を開始。  |
フィ‐ ドバックしながら順次改定して高めていく

`|

=保育所保育指針に相当するものが、社会的
養護の施設には無いことから、施設種別ご
との検討チームを設置して、検討

・従来、施設ごとの経験の積み重ねで、ノウィト
ウが築かれてきたが、施設にょり取り組みの
‐質の差が大きい。   、     ‐
・このためt指針を具体的な実践の中で行うた
めのケアの標準を文書化し、現場で生かす

指針やケア標準を踏まえ、自己点検と第二者評価
を推進し、質を高めていく。

・各施設でt施設長や基幹的職員(スーパT
バイザニ

)を中心に、全職員が参加して自
己点検を行う。

・社会福祉共通で行われてぃる第二者評価
は、社会的養護の施設では、T部の地域や
施設を除き、取り組みが進んでいない。
口社会的養護め専門性を踏まえた評価̀手法
や評価機関の育成を図りながら推進するも

:
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(2)施設職員の専門性の向上| :

基幹的職員の配置 (平成21年度～)
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二甲

職員研修システムの構築

未定稿
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○社会的養護め質を確保するために
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る施設職員の専F電性の向上を図り、計画的に育成するための体制を整1 )
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(3)自立支援の充:表 .: |
未定稿

白土支援の充実のための施策      |    | |

①自立生活‐能力を高める養育
| :児童養護施設における養育は、退所する前に、自立生活に役立つ知識日経験を得ら

れるように行‐うことが必要。  __ |__■ ■

②支度費の増額

,自立支援のため、大学等進学支度費、就職支度費は、大幅に増額する必要がある。

③民間の奨学金の活用
・民間の奨学金の情報を施設団体において整理し、各施設へ提供  ■

④措置延長の活用 i

・進学ゃ就職の場合でも1生活が不安定な場合は、必要に応じて20歳に達するまで
の措置延長を活用‐

⑤自立援助ホー■の活用  |
由自立援助ホ■ムの整備推進
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(4)施設類型間のネシトヮニ
~

ク (相‐
=連

携 ) 未定稿

各施設類型の特徴を生かしつつ、地域で相互に連携し、全体の充実を図ることが必要

(例)                   l                       .
①児童自立支援施設・情緒障害見短期施設                            ~

1糧琴F鷲肇製握臨 還種厖鸞事ξ  留臨訂季摯■てケア:ること労効
O克董姜謹施諄 :: ~1‐ 1~~11●・  ■「 ‐  |― ‐ 1 1~    ~ ■~■ ■

'署電:予〒案鰹誇暮恒彗暑専ξ質理型理嘉認翼翼築罫勇どもが、議ち言きが,,|‐るナぅにならた|
③母子生活施設と他の施設

・他の施設から退所した後、母子生活圭援施設にお|す る苺キ双方のi援を通じそt親享青統合を図る。

:(参考)施設類型にっいてoこれまでの議論にういて
0平成9年改正で、

記直しや、                   ｀

短期治療施設、児童自立支援施設、苺学生活圭援

○ 干球 lo年改正で、乳児院と児童養護施設の年齢妻件を弾男化  ■    ■・乳児院:  : 2歳未満
       三 触嚢なξ客|ま獣据ご彗意悴鷲1前) 亨む: 日早革養護獅設: 乳児(0歳)を除く児童 ―
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※施設類型の在り方については、施設種別を越えて複数の機能を持つ施設への改革の意見もあるが、現行法でも、複数の施設類型の併設が可能。



未定稿

児童の抱える問題呈悔葉ム璽管1言電喜う1巣亀裏璽曇‐自曇濾暮嚢曽ふ号標〒戻お雲ぢ象鍵曇児童め抱える問題の複雑1多様化を踏事えて、
の配置基準の引き上げが必要となうており、課
がされている。

委員の提案の考え方委員の改善提案現状 (措置費)

,6:■ 1は、_交代勤務のため1人の職員が15人
の子どもを見る体制であり、心に場っいた子ど

もに十分なケアはとうていできない。

=施設機能の地域分散化で、今後更に:厳 しい課

題を抱える子どもの割合が増える。

・労働基準法を遵守できる職員配置に

0日 1歳児 :

2歳以上幼児 :

小学生以上 :

児童‐指導員 1,保育士 _

0歳児 :   1.711
1・ 2歳児 :   2:1
3歳以上幼児   4:1
小学校以上    6:1

児童養護 :

施設

1儡鋭艦 層請?響:亀 :

口
紗 理黒翼割異彗詐農暮属曇峯翼貯際9の

15↑
o.・ 1歳児 :

2歳以上幼児 :

看護師・保育士 口児童指導員
0」 1歳児 1  1.′ 7:
2歳:児 :  :   2:
3歳以上幼児 :   4:
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・児童に必要と考える個別の支援時間から算定児童指導員・保育士

心理療法担当職員
児童指導員二保育±  5:1
心理療法担当職員  1911

・現状で実質的に211以上の配置がされている。
:最も対応が難しい子どもに対応する施設  :

児童自立支援専門員・児童

生活支援員    2:1
心理療法担当職員 1011

児童:自立支援専門員口児童生活
支援員        111

・DV被害者や虐待を受けた児童への対応9 ‐
・現状では、20世帯で母子指導員・少年指導員

合計4名の体制は、交代勤務のため常時1人 し力、

雷扉違畠墓塾言貢露意各F季雰:|ふ写梨電警暮i、。
日常時複数配置tて役割分担できる体制。

」母子指導員 :

少年指導員口l保育士 :

それぞれにつき
10世帯未満 1人
10世帯グ人 :

‐ 16世帯以上5世帯増え
るにつき1人を加える

母子指導員 :

少年指導員 :、

それぞれにつき 、

70世帯未満1人、

20世帯以上2本

母子生活
.支援施設

.



(2)新たな加算職員の配置についての委員からの提案 未定稿

施設機能の強化を図るためt次のような加算職員の配置が提案されている:

①退所後の自立支援のための相談員の配置
②里親ゃフラミリニホームの支援を行うための担当職員の配置
③心理担当職員_の全施設必置化。規模が大きぃ場合の複数配置  ‐
④家庭支援専門相談員を、規模が大きい場合の複数配置
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ら二社会的養護め撃備量のイメ■ジについての議卓
未定稿

社会的奉護の見章,全体数 ●:1.1■
16社会的養護Iの 児童薮は、こあ 110年間で1割層

"。

三ど111安真■.せ⌒■ヒ響量き 膚待尋事?相議■‐ ― Hリ ア軋 醸R▼イ′‐― ― ・~｀  ~~-7 ‐ ~ ● ● ‐ ~

:平成20年度から平成26年度までに概ね 1割増の見込を設定:  ‐ 、
の増加等にかんがみ

○将来人口推計(高位推計)では、その後の10年間で 11歳未満人口の1割縮小が見込まれる:

施設数等 | ′‐         ‐    ‐    ‐ i ‐ ‐ ―     「  ‐

○子ども 口子育てビジヨンにおいて、平成26年度までに、児童養護は610か所、情短

“

設は47か

所に増加と設定。

○その後は、施設を小規模化しつっ地撼車援に力を入れるため:施設数は全体で1ま現状維持が見込まれ

る。

Oなお、情短施設は1複数設置め都道府県もあるヒとから、各県最低 1か所となるには更なる増設が必

要 (児童養護からの転換も見込まれる)

里親等委託率 |          ‐

9季警言雫季彗筆さ3雪覧ξf¥謬ξ畠1事
度の10.8%までt7年 FHlで 1.46倍に増カロ:
16%とする目標を設定。       11

1電奮雷宮ξttiそ F,電%懲;;♂19専 ]女番」で観?レ喘覧::庁攪T考蓑if覗ち:粥声↑:引
言`

○そあため|三 |よ、現在3万人の見豊養護た設:こついて、小規模化と施設機能の地域分散化にょり■ファ

ミリニホ■ムや里親を大幅に増やして移行させることが必要    1 ・

０

・
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